
黒部市　都市計画課　建築住宅係　あて
(FAX0765-57-2502又はE-mail:toshikeikaku@city.kurobe.toyama.jp)

令和　　年　　月　　日
住宅取得支援補助金　申請要件確認書

黒部市長　あて
(〒　　　－　　　）

（確認者）住所

氏名
連絡先（電話）
FAX又はE-mail

申請者氏名
転入・転居前の住所地
新たに取得する住宅の住所地　　黒部市
入居予定日　　　　　　　　　　令和　　　年　　　　月頃

①住宅を取得するために費用の支出がある

（住宅の取得にかかる費用　　　　　　　　　　円）

☐ ②公共事業等による移転補償費を受け取っていない
☐ ③３親等以内の親族からの購入や相続・贈与等ではない
☐ ④取得する住宅に３年以上定住する予定である
☐ ⑤市税の滞納がない
☐ ⑥申請者及び世帯員が以前にこの補助金を受けていない
☐ ⑦対象建物が以前にこの補助金を受けていない
☐ ⑧取得する住宅について所有権が1/2以上ある

２．次の項目のいずれかにチェックしてください。
☐ 市外からの黒部市への転入者（チェックした方は３へ）

居住誘導区域への市内転居者（チェックした方は４へ）

※転居者は居住誘導区域内への市内転居者のみ補助金の対象

３．A～Eで該当するものにチェックしてください(転入者)
☐ A：取得する住宅の所在地が居住誘導区域内
☐ B：取得する住宅の所在地がまちなか・地鉄沿線区域

C：交付申請日時点において申請者もしくは夫婦の
 　うちどちらかが40歳未満

☐ D：交付申請日時点において小学生以下の子がいる
☐ E：県外からの転入者である

４．次の項目をチェックしてください(市内転居者)
☐ ①住宅取得に係る土地を１年以内に取得(令和　年　　月に取得)
☐ ②土地の取得額は300万円以上(取得額　　　　　　　　円)

４-１．a～cで該当するものにチェックしてください
☐ a：取得する住宅の所在地が居住誘導区域内 30万円

b：交付申請日時点において申請者もしくは夫婦の 20万円
 　うちどちらかが40歳未満

☐ c：交付申請日時点において小学生以下の子どもがいる 10万円

令和　　年　　月　　日 黒部市都市計画課　担当
℡　0765-54-2647　FAX　0765-57-2502

□

※市記入欄 補助金額（合計）　　　　　　　　　　　　　円

１．次の①～⑧をチェックしてください。 ※市記入欄

☐ □

□

10万円 □

□
□
□
□
□

□
☐

100万円 □

☐ □

☐ 20万円 □

10万円 □
30万円 □

□
□

□

□

●R5.3.1～R6.3.31に婚姻届を提出し受理された●夫婦ともに年齢が39歳以下●夫婦の合計所得が
500万円未満など一定の用件を満たす場合、結婚新生活支援補助金の対象となる場合があります。住宅
取得支援補助金と併用不可の場合もありますので、ご注意ください。



黒部市　都市計画課　建築住宅係　あて
(FAX0765-57-2502又はE-mail:toshikeikaku@city.kurobe.toyama.jp)

令和 ５年 １月 １日
住宅取得支援補助金　申請要件確認書

黒部市長　あて
(〒920－8577）

（確認者）住所　石川県金沢市広坂1-1-1

氏名　名水　花子
連絡先（電話）　0765-54-2111
FAX又はE-mail　〇〇〇@〇〇.jp

申請者氏名　　　　　　　　　　名水　太郎
転入・転居前の住所地　　　　　石川県金沢市広坂1-1-1
新たに取得する住宅の住所地　　黒部市三日市1301番地
入居予定日　　　　　　　　　　令和 ６年 ６月頃

①住宅を取得するために費用の支出がある

（住宅の取得にかかる費用　　30,000,000 円）

☑ ②公共事業等による移転補償費を受け取っていない
☑ ③３親等以内の親族からの購入や相続・贈与等ではない
☑ ④取得する住宅に３年以上定住する予定である
☑ ⑤市税の滞納がない
☑ ⑥申請者及び世帯員が以前にこの補助金を受けていない
☑ ⑦対象建物が以前にこの補助金を受けていない
☑ ⑧取得する住宅について所有権が1/2以上ある

２．次の項目のいずれかにチェックしてください。
☑ 市外からの黒部市への転入者（チェックした方は３へ）

居住誘導区域への市内転居者（チェックした方は４へ）

※転居者は居住誘導区域内への市内転居者のみ補助金の対象

３．A～Eで該当するものにチェックしてください(転入者)
☑ A：取得する住宅の所在地が居住誘導区域内
☐ B：取得する住宅の所在地がまちなか・地鉄沿線区域

C：交付申請日時点において申請者もしくは夫婦の
 　うちどちらかが40歳未満

☑ D：交付申請日時点において小学生以下の子がいる
☑ E：県外からの転入者である

４．次の項目をチェックしてください(市内転居者)
☐ ①住宅取得に係る土地を１年以内に取得(令和　年　　月に取得)
☐ ②土地の取得額は300万円以上(取得額　　　　　　　　円)

４-１．a～cで該当するものにチェックしてください
☐ a：取得する住宅の所在地が居住誘導区域内 30万円

b：交付申請日時点において申請者もしくは夫婦の 20万円
 　うちどちらかが40歳未満

☐ c：交付申請日時点において小学生以下の子どもがいる 10万円

令和 ５年 １月 １日 黒部市都市計画課　担当　〇〇
℡　0765-54-2647　FAX　0765-57-2502

補助金額（合計）　　　　　　　　1,600,000　円

１．次の①～⑧をチェックしてください。 ※市記入欄

☑ □

□

□
□
□
□
□
□
□

□
☐

10万円 □

☑ 20万円 □

10万円 □
30万円 □

□
□

100万円

●R5.3.1～R6.3.31に婚姻届を提出し受理された●夫婦ともに年齢が39歳以下●夫婦の合計所得が
500万円未満など一定の用件を満たす場合、結婚新生活支援補助金の対象となる場合があります。住宅
取得支援補助金と併用不可の場合もありますので、ご注意ください。

□

☐ □

□

※市記入欄


